
役場の窓辺から yakuba no madobe kara

山
地
災
害
危
険
地
区

　
近
年
、
大
型
の
台
風
や
豪
雨
な

ど
に
よ
り
、
山
腹
崩
壊
、
崩
壊
土

砂
の
流
出
、
落
石
な
ど
の
山
地
災

害
が
多
発
し
て
い
ま
す
。 

　
山
地
災
害
の
お
そ
れ
の
あ
る
箇

所
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
知
っ
て

お
く
こ
と
は
、
災
害
に
備
え
る
た

め
に
と
て
も
大
切
で
す
。
身
近
に

危
険
な
箇
所
が
あ
る
か
ど
う
か
、

日
頃
か
ら
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

「
山
地
災
害
危
険
地
区
」
と
は
？

　
山
地
災
害
危
険
地
区
と
は
、
山

腹
崩
壊
、
地
す
べ
り
お
よ
び
崩
壊

土
砂
の
流
出
な
ど
に
よ
り
、
官
公

署
、
学
校
、
病
院
、
道
路
な
ど
の

公
共
施
設
や
人
家
な
ど
に
直
接
被

害
を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
地
区

で
、
地
形
、
地
質
特
性
か
ら
み
て

そ
の
崩
壊
危
険
度
が
一
定
基
準
以

上
の
地
区
を
調
査
把
握
し
た
も
の

で
す
。 

　
山
地
災
害
危
険
地
区
は
、
荒
廃

の
形
態
に
よ
っ
て
、「
山
腹
崩
壊

危
険
地
区
」、「
崩
壊
土
砂
流
出
危

険
地
区
」、「
地
す
べ
り
危
険
地
区
」

の
３
種
類
に
区
分
し
て
い
ま
す
。

★
山
地
災
害
危
険
地
区
は
、
法
律

に
基
づ
く
指
定
で
は
な
く
、
山
地

災
害
危
険
地
区
の
設
定
に
よ
る
規

制
は
あ
り
ま
せ
ん
。
山
腹
崩
壊
、

崩
壊
土
砂
流
出
、
地
す
べ
り
に
よ

る
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
地
区
を
知
っ
て
い
た
だ
き
警
戒

避
難
な
ど
の
早
期
対
応
を
す
る
こ

と
で
、
災
害
の
発
生
を
未
然
に
防

止
す
る
た
め
に
設
定
し
て
い
ま
す
。

★
山
地
災
害
危
険
地
区
の
内
容
、

位
置
な
ど
、
ご
不
明
な
点
は
、
左

記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
】川
根
本
町
役
場
　
建
設
課

　
　
☎（
56
）２
２
２
７

　
　
県
志
太
榛
原
農
林
事
務
所

　
　
治
山
課

　
　
☎
０
５
４（
６
４
４
）９
２
４
５

　
　
県
庁
森
林
保
全
課

　
　
☎
０
５
４（
２
２
１
）２
６
４
８

★
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
確
認
で

き
ま
す
。

　
川
根
本
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
く
ら
し
・
手
続
き
」↓「
消
防
・

防
災
」↓「[

防
災
・
安
全]

山
地

災
害
危
険
地
区
に
つ
い
て
」

静
岡
県
Ｇ
Ｉ
Ｓ（
サ
イ
ト
内
の
表

示
切
替
で
、「
山
地
災
害
危
険
地

区
」
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る
と
、

位
置
情
報
を
確
認
で
き
ま
す
。）

治
山
パ
ト
ロ
ー
ル
の
実
施

治
山
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
ま
す
。

　
本
格
的
な
雨
期
の
前
に
、
土
砂

災
害
な
ど
を
未
然
に
防
止
す
る
た

め
、
治
山
施
設
の
点
検
や
周
辺
の

山
林
の
状
況
に
つ
い
て
パ
ト
ロ
ー

ル
を
実
施
し
ま
す
。

　
近
年
、
想
像
も
つ
か
な
い
よ
う

な
局
地
的
大
雨
が
多
発
し
て
お
り
、

未
然
に
災
害
を
防
ぐ
た
め
に
治
山

パ
ト
ロ
ー
ル
の
重
要
性
が
高
ま
っ

て
い
ま
す
。
周
辺
で
落
石
の
危
険

が
感
じ
ら
れ
る
場
所
が
あ
り
ま
し

た
ら
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
パ
ト
ロ
ー
ル
実
施
期
間
中
は
、

県
農
林
事
務
所
職
員
や
役
場
担
当

職
員
な
ど
が
、
実
際
に
山
林
に
立

ち
入
っ
て
現
況
調
査
を
し
ま
す
。

周
辺
住
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

期
間
：
６
月
１
日
㈬
〜
15
日
㈬

範
囲
：
町
内
全
域

内
容
：
家
や
公
共
施
設
に
近
接
し

た
治
山
施
設
の
損
傷
調
査
、
林
地

お
よ
び
保
安
林
内
の
現
況
調
査
、

地
域
住
民
へ
の
防
災
意
識
の
啓
発

活
動（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
配
布
な
ど
）

実
施
者
：
県
農
林
事
務
所
、町
建
設
課

【
問
】川
根
本
町
役
場
建
設
課

　
　
☎（
56
）２
２
２
７

　
　
志
太
榛
原
農
林
事
務
所
治
山
課

　
　
☎
０
５
４（
６
４
４
）９
２
４
５

「山腹崩壊危険地区」 
山腹崩壊によって公共施設または人家
に直接被害を与えるおそれのある地区
です。

「崩壊土砂流出危険地区」 
山腹崩壊や地すべりによって発生した
土砂または火山噴出物が土石流となっ
て流出し、公共施設または人家に被害
を与えるおそれがある地区です。

「地すべり危険地区」 
地すべりが発生している或いは地すべ
りが発生するおそれがある区域のうち、
公共施設に被害を与えるおそれのある
地区です。

《ＴＯＵＫＡＩ-０（倒壊ゼロ）総合支援事業》
事業終了年度が近づいています！

　「ＴＯＵＫＡＩ-０」とは、予想される東海地震において建物の倒壊被害をなくすことを目指した耐震
化事業です。ご自身、ご家族の身の安全を守るため、自宅の耐震診断や必要な耐震補強をご検討ください。
　それぞれの事業の終了年度が近づいてきています。住宅の耐震化を図るなら今がチャンスです。お気
軽にお問合せください。

事業内容や申請などご不明なことがありましたら、下記の連絡先までお問合せください。
【問】川根本町役場 建設課 建設事業室 ☎56-2227

わが家の専門家
診断事業

専門家による耐震診断が無料で受けられます。
（昭和56年5月以前に建てられた木造住宅が対象）

事業終了
令和６年度

対象工事費の
5/100 以内

補助限度額
300,000 円

以下の内容を満たした場合、補助金が加算され
ます。
① 町内業者が元請けしている場合 300,000円
② 主要構造材の40パーセント以上を
　 大井川産材とする場合 300,000円
③ 中学生以下の子がいる場合
　 子1人当たり500,000円（３人を限度とする）

補助率（額） 補助金が加算される条件

がけ地近接危険
住宅移転事業

がけ地の崩壊などにより生命の危険をおよぼすおそれのある区域
にある住宅を、町内の安全な場所へ移転する場合、危険住宅の除
去に要する経費および住宅の建設、購入、土地の取得などにおけ
る借入金利子の支払いに要する経費の一部を補助します。

事業終了
令和7年度

ブロック塀等
撤去事業

道路に面した、倒壊の恐れのあるブロック塀の撤去費用の一部を
補助します。（寸法には条件がありますので、お問合せください）
● 補助率      　対象工事費の2/3以内
● 補助限度額　100,000円

事業終了
令和7年度

木造住宅耐震化
補助事業

補強計画と耐震補強工事費用の一部を補助します。
（昭和56年5月以前に建てられた木造住宅が対象）

● 一般　補助限度額 1,000,000円
● 65歳以上の者のみが居住する住宅　補助限度額 1,200,000円

事業終了
令和7年度

川
根
本
町
定
住
促
進

住
宅
建
設
事
業
費
補
助
金

　
町
で
は
、
10
年
以
上
居
住
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
住
宅
の
新
築

工
事
費
用
の
一
部
を
補
助
し
て
い

ま
す
。

　
対
象
工
事
費
は
６
０
０
万
円
以

上
の
工
事
で
す
。

　
そ
の
他
不
明
な
点
は
役
場
建
設

課
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
】建
設
課
　☎（
56
）２
２
２
７

と　う　か　い ゼロ

と　  う　  か　 い ゼロ

ここにも、一つの物語。
広報かわねほんちょう 1415


